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研究ノート

市 場価値

一一需給と労働価値規定の接点一一

I はじめに

E 市場価値概念の考察

(1) i社会的価値」と「価値」

(2) i市場価値」と「社会的価値J

E 市場価値規定と価値法則の貫徹

I はじめに

『資本論』第3巻第2篇第10章は，全巻の

なかでも最も難解な部分のーっとして知られ

ている。その難解さの原因の一半が，同じく

マルクスの未完成稿を元に編纂された他の部

分(第2巻と第3巻の全部〉と比べても，ひ

ときわ草稿的色合いが濃いということにある

のは確かであろう 1)。しかし，より根本的な

原因は，そこで示されている理論内容そのも

のにあると言える。

困難な論点の最たるもののひとつは，需給

不均衡の市場価値規定(平均的な，あるいは

その部門の大量を占める商品の個別的労働時

間ではなく，最も高い，あるいは最もイ郎、個

別的労働時間によって市場価値が規定される

とする規定〉に従うと，個別的価値の総計と

市場価値の総計とが必然的に君離し， したが

って，価値の大きさはその実体である労働の

大きさによって規定されるとL、う『資本論』

1)最近の『資本論』研究においても，第2巻・

第3巻の草稿研究が精力的に行われているのが

目立つ。例えば，市場価値論との関連で言えば，

大谷禎之介 í~資本論』第 3 部第 1 稿について

オリジナルの調査にもとづいて一一J (法

政大学『経済志林』第50巻第2号， 1982年10月〕
がある。

山本寿

(1) 需給関係と市場価値の諸規定

(2) 社会的欲望と「社会的必要労働時間Jの

概念

w まとめ

補論:i虚偽の社会的価値」理解の新視角

冒頭の規定と矛盾するように見える， という

点にある。さらにこの問題はまた，市場価値

の規定が需給均衡の場合と不均衡の場合とで

異なるならば，需給関係， したがって需要要

因が，多かれ少なかれ価値の大きさの規定に

関与することになるのではないか，という疑

念とも繋がってくる 2)。ともかく問題の発端

が，第10章において需給状態に応じた 2様の

市場価値規定(以下ではさしあたり簡単に，

需給均衡の際の規定を「平均規定J，不均衡の

際の規定を「限界規定」と呼ぶ。両者それぞ

2)同様な問題認識は多くの市場価値論研究者に

共通していると言ってよかろう。例えば，高木

彰氏は『市場価値論の研究一一市場価格論序説

←ー~ (岡山大学経済学部， 1982年，のちに御

茶の水書房から刊行〕のなかで次のように述べ

ておられる。 i市場価値が『限界規定』によっ

て規定されるということは， ~社会的欲望~，社

会的需要が価値の大きさを規定するということ

を合意しているのであり，それは， ~限界規定』

をも包括する労働価値論の論理整合的な展開が

可能か否かということに関連するのであり従っ

て，いわば労働価値論の根底の理解にまで関わ

る問題を含むのである。J(同書， 188ページ〉た

だし， i限界規定」を承認することがはたして

氏の言われるように「社会的需要が価値の大き

さを規定するということを合意している」こと

になるか否かは，本稿での考察を待って結論を
下す必要がある。
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れについてのさらに立ち入った議論は本論の

なかで行う〉が与えられていることにあるの

は確かであり，これを『資本論』冒頭の価値

規定との関連で整合的に説明することなしに

は，問題の根本的な解決が図れないのは当然

である。ところが従来の議論の主だったもの

を顧ると，この官頭の価値規定との関連を説

明することに十分成功しているとは思われな

L、。もちろんこの論点をまったく欠いた議論

はないが， しかし深く立ち入ることなく，市

場価値の2様の規定相互の関連と違いを，あ

くまで市場価値論の枠内で説明しようとしが

ちである。

例えば，かつて通説的地位にあって，わが

国では横山正彦氏や遊部久蔵氏に代表される

見解では， 2つの規定の相違を，生産技術の

普及過程における支配的地位の推移を反映し

たものとして説明されている 3)。これに対し

てまず言えることは，従来の多くの批判のな

かですでに指摘されているように，そもそも

「限界規定」が需給不均衡の際の規定である

ことの説明にはなっていないということであ

る。したがって，需給状態に応じた両規定の

違いを冒頭の価値規定との関連で説明すると

いうことに論議が及んでいないのは当然であ

る。この見解では冒頭の価値規定との関連に

ついては，市場価値が 1巻段階の価値の具体

的形態であるというような， i価値」と「市

場価値」とのきわめて簡単な概念的相違を指

摘するだけで終わっている。

次に，この通説に対する有力な批判として

3)横山正彦氏の所説については， Iマルクス価

値論における一基本問題一一『社会的必要労働

(時間)~をめぐって J C東京大学経済学部

創立三十周年記念論文集『理論経済学の諸問題J
有斐閣， 1949年，所収。のちに，同著『経済学

の基盤』東京大学出版会， 1955年，に収録)を

参照。また遊部久蔵氏の所説については，同著

『価値と価格~ C青木書庖， 1948年〉第7章，およ
び『価値論争史~C青木喜底， 1949年)第4章，
を参照。

現れた大島雄一氏と高島永幹氏の所説につい

て見ると， i平均規定」を一般的規定， i限
界規定」を特殊規定として位置づけられてい

るり。そして大島氏にあっては後者ι独占

の存在のケースや景気循環の諸局面でのケー

ス，また土地の介入による資本の運動の偏差

のケースのような社会的生産の特定の状態に

対応するものとして説明されている。しかし

どちらが一般的で，どちらが特殊かは別にし

て(実際， i限界規定」の方が一般的で「平

均規定」の方が特殊だとする説もある)， こ

うした区別だてをするだけでは，なぜ労働量

と君離するような市場価値規定が冒頭の価値

規定と矛盾なく成立し得るのか(たとえ特殊

な場合においてであれ〉を説明したことには

なるま¥¥0 

以上のように，従来の諸説にあっては，第

10章で与えられている市場価値規定が現実の

どのような事態に対応するものかを説明する

に止まっており，価値理論の問題として市場

価値規定(特に「限界規定J)の成立根拠を

十分に説明するものとはなっていないのであ

る。そしてさらに言えば，この基本問題が十

分に解決されていないがゆえに，派生的な諸

問題にも明確な説明を与えられないままで終

わっているのである。そこで本稿ではまず，

市場価値の概念をいわば洗い直すことから始

めることにする。そうして市場価値概念の明

4)大島雄一氏の所説については， I市場価値論

への覚え書JC名古屋大学『経済科学』第7巻

第1号， 1959年7月)， I市場価値論論争 『社

会的必要労働時間」論争について一一JC遊部久
蔵ほか編『資本論講座~ 4，青木書庖， 1964年，

所収)， ~価格と資本の理論~ C未来社， 1965年〉
などを参照。また，高島永幹氏の所説について

は， m社会的必要労働時間』にかんする技術説

について 横山教授の所説に対する疑問一一」

1 • 1I C~茨城大学農学部学術報告』第 6 ・ 7 号，

1958・59年)，および「マルクス市場価値論に
おけるいわゆる『不明瞭な箇所』について一一

価値の平均規定と限界規定一一~m茨城大学農

学部学術報告』第8号， 1961年〉を参照。
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確化を図ったうえで，あらためて市場価値規

定の意義について価値法則の貫徹とし、う視角

から考えてみたい。最初の考察でカギとなる

のは「社会的価値」の概念であり，あとの方

の考察の中心となるのは市場価値の「限界規

定」である。またそれとの関連で， r社会的

必要労働時間」の概念に関する一定の所見も

提示できるようになろう。

E 市場価値概念の考察

市場価値の概念を考えるに当たって，まず

述べておきたいのは，この概念についての明

瞭な規定が第10章のなかに見当たらなし、， と

いうことである。もちろん，市場価格の変動

の中心であるとか，個別的価値とは区別され

ねばならない(換言すれば， r社会的価値」

である〉とか，あるいはまた， r市場価値は，

一面では，…・・・諸商品の平均価値とみなされ

るべきであり，他国では，・…その部面の生

産物の大部分をなす諸商品の個別的価値と見

なされるべきであろうJCK m. 187，......185) 5) 

というような記述は見受けられる。しかし，

もっと端的で直接的な概念規定は与えられて

おらず， したがってこの概念をより明瞭に把

握しようと思えば，これらの断片的な諸記述

にもとづいて考察を深めていくしかない。し

かしそれらの諸記述を整理することによって，

「価値どおりの価格JCKm. 184)， r価格の

不断の騰落」の「重心JCともに， K m .187) 

5 )以下， ~資本論』現行版および『剰余価値学

説史」から引用の際は各々を iKJとiTJで

表わし，巻数を示すローマ数字を添えてiKlIIJ
(~資本論』第 3 巻)のように記す。またページ

数は， Marx-Engels Werke， Bd. 23~26， Be-

rlin， Dietz Verlag， 1962~68， (邦訳，大内兵

衛・細川嘉六監訳『マルクス=エンゲルス全

集』第23~26巻，大月書庖， 1965~74年〉の原

ページ数のみを付記する。なお， ~資本論』の

訳文は主として最新の新日本出版社版に(~剰
余価値学説史』については『全集』版lこ〕依拠

するが，若干変更した部分もあり，責任は筆者

にある。

といった諸規定は得られるものの，市場価値

概念をより根本的に理解するためには，どう

しても『資本論』冒頭で与えられている「価

値」概念との関係を問わざるをえないのであ

る。

「価値」と「市場価値」との関係とL、うこ

とでは， r市場価値」が市場での競争をとお

して現われる「価値」の具体的形態であると

L、う理解には，さほど異論は出ないであろう。

しかし単に「具体的形態」であると言っただ

けでは，この概念の理解がそれほど大きく前

進したことになるとは思われない。さらに進

んで，この具体的形態であるということの具

体的な意味内容について，もっと立ち入って

考察される必要があろう。そこで以下では，

社会的価値とL寸概念を手掛かりにして，市

場価値概念のいっそうの明確化を試みたい。

ところでマルクスは第10章のなかで，商品が

価値どおりに売られるためには 2つののこと

が必要であるとして， r第 1に，異なる個別的

価値が一つの社会的価値に，前述の市場価値

に，均等化されていなければならない…・ー」

CK m. 130，強調は原文のもの)6)と述べて

L、る。このようにマルクスは「市場価値」と

「社会的価値」という 2つの用語をほとんど

同義のものとして扱っているように見え，そ

のこともあってか，従来はこの両者の違いに

ついてほとんど問題にされてこなかったよう

に思われる。しかし私は，この両概念を区別

し，その差異と連闘を問うことは， r市場価

値」概念、自体を明確にするうえで極めて重要

だと考える。そこでまず「社会的価値」とは

何かについて述べる必要があるが， しかしこ

の概念についても必ずしもすでに明らかであ

るとは言いがたL、。明らかなのは，それが，

「個別的価値」としづ概念に対立する概念だ

ということぐらいであろう。この概念が不明

瞭さを免れないのは， ~資本論』の冒頭で規

6)以下，断りのない限り，引用文中の強調は原
文のものである。
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定されている「価値」の概念との関係が明確

でないからである。それゆえ最初に明らかに

されねばならないのは， r社会的価値」と「価

値」との概念的関係である。

(1) r社会的価値」と「価値」

「社会的価値」と「価値」との概念的な区

別についても，マルクスは『資本論』のなか

で明確な説明を与えていないようである。管

見のかぎりでは， r社会的価値」と Lづ用語

が『資本論』のなかで最初に登場するのは第

1巻第10章「相対的剰余価値の概念」におい

てであって，そのなかの「特別剰余価値」を

説明する叙述部分に見受けられる 7)。しかし

マルクスはその部分でこの用語をまったく説

明抜きに，まるで説明済みの用語ででもある

かのように用いている。だからこの用語の外

見だけに囚われていると，こうした用語法は

マルクスらしからぬ手落ちであるかのように

さえ見える。しかし「社会的価値」とは「社

会的労働時間」によって規定された「価値」

であると考えれば，そうした疑念は氷解する o

u、うのは第1に「社会的労働時間J.!: ¥、う

概念は， ~資本論』の官頭で価値の大きさの

規定を説明する際に， r社会的必要労働時間」

とLづ概念を簡単化した表現としてすでに登

場するし，それ以降「社会的必要労働時間」

ないし「社会的労働時間」と Lづ用語は頻繁

に用いられているからである。また第2には，

7) 1"この商品の個別的価値は，いまではその社

会的価値よりも{郎、j 1"商品の現実の価値は，

その個別的価値ではなく，その社会的価値であ

るj C共に， K 1.336)など。

8) 1"彼の個別的労働時間の生産物は，いまでは

もう半分の社会的労働時間を表すにすぎず……」

CK 1 .53)。なお新日本出版社版では，ここで

の「個別的労働時間」は「個人的労働時間」と
訳されてし喝。注7)の引用文で見られるよう

に，同じ原語 Cindi viduell)が他方では「個別

的」と訳されており，不統一の感、が否めないが，

これはやはり「個別的」に統一するのが妥当だ

ろう。

この「社会的労働時間」とLづ用語が「個別

的労働時間」としづ用語と対比的に用いられ

ている 8)という点から見ても， r社会的価値」

概念との密接な関連を見て取れる。したがっ

て，なるほど「社会的価値」についての直接

的な説明はないが，マルクスとしては， r社
会的労働時間」の説明によってすでに説明済

みの用語として用いたのであろう。

さて，このように考えると，他ならぬ「社

会的(必要〉労働時間」の概念規定を媒介と

して「社会的価値」と「価値」との概念的な

関係が浮かび上がってくる。結論的に言えば，

すでに上で述べたように， r社会的価値」と

は「社会的(必要)労働時間」によって規定

された「価値」であるということだが，ここ

で注目する必要があるのは次の諸点である。

まず第1に明らかなことだが， r社会的価

値」と「価値」とは，厳密には決して同じ概

念ではない。しかし従来ややもすれば， r社
会的価値」としづ用語が「価値」の社会的性

質を強調するにすぎない概念であるかのよう

に理解されてこなかっただろうか的。

9)伊jえば宇野弘蔵氏の著作のなかには次のよう

な文言が見出だせる。1"商品の価値といえば市

場を媒介にして社会的に決定されたものであっ

て，個別的価値というのは，それ白身矛盾した

もののように聞こえるが， しかし商品の価値は

単に市場における交換によって決定されるとL、

うものではない。jCW経済原論』第3篇I"c生
産価格と市場価格。資本の競争j，W宇野弘蔵著

作集』第1巻所収， 331ページ，注1)ここで

宇野氏が「商品の価値」と言っておられるのは

明らかに商品の「社会的価値」のことである。

この点が明確になっていれば決して， r個別的

価値というのは，それ自身矛盾したもののよう

に聞こえJはしないて守あろう。もっとも，こう

した無区別は宇野氏だけのものではないし，ま

たマルクス自身も『資本論』のなかで常に区

別した言い方をしているわけでもない。しかし

『資本論』の冒頭で規定されている「価値」と

その大きさが問題になっている場合の「価値」

(実質的には「社会的価値j)とは同じではな

L、ことを常に念頭におく必要があるのであって，

後述のように，両者の区別に対する無自覚が，
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第 2に重要なのは， I社会的価値」と「価

値」との概念的な差異をもたらすのが「社会

的〈必要〉労働時間」だということである。

なぜなら， I社会的(必要〉労働時間」とは，

言うまでもなく「価値」の大きさの規定要因

だが， I商品の現実の価値JCK 1. 336)で

ある「社会的価値」が，単に抽象的人間労働

の社会的性格(異種労働の同等性〉にもとづ

く「価値」の社会性(または社会的本質)1の

だけでなく，それに加えて「社会的(必要〉

労働時間」の社会性とLづ規定性をも含んで

L、ることがわかるからである。したがって，

「社会的価値」とは，もはや決して単なる

「価値一般JC単に質的規定が与えられた論

理段階での「価値J)l1)ではなしそうした規

定を含みつつもさらに詳しL、規定を与えられ

たより複雑で具体的な概念であると言えるの

である。

そこで， I社会的価値」を「価値」と区別

し， I社会的価値」を固有に特徴付ける規定

性をもたらしている「社会的(必要〉労働時

間」について，あらためて考えてみることに

しよう。ただし，ここで焦点を当てるのはそ

の社会性についてだけであり，概念内容につ

いてはEで論じることになる。

まず確認しておくべきなのは， I社会的(必

要〉労働時間」は，同一種類同一品質の商品

が多数の独立した生産者によって生産されて

L、るとL寸前提状況のもとで登場する概念だ

「市場価値」概念の理解を不鮮明にしてきたと
も言えるのである。

10) r価値」が商品の社会的本質であり，したが

って「価値」概念がすでにそれ自体として社会
性というモメントを含んでいることは明白であ

る。なお，この論点に関しては拙稿「抽象的人

間労働の考察一一労働の社会的性格と抽象的人

間労働 J (W立教経済学研究』第 40巻第4

号， 1987年3月〉での考察を参照されたい。
11)マルクスは古典派の価値論を批判するなかで，

「価値一般について言えばJ(T n. 94， r注3IJ)

として， I価値」の質的規定と量的規定の区別

の重要性に触れてh喝。

ということである。つまり「社会的〈必要〉

労働時間」の社会性は，同一の生産部門内に

おける同一種類の諸生産者(あるいは諸労働〉

聞の社会性にもとづいている。それはいわば

同一性にもとづく社会性であって， I価値」

概念の方の社会性，すなわち種類の異なる商

品聞の， したがってまた種類の異なる諸労働

聞の抽象的人間労働としての同等性=社会性

とは明らかに異なっている。念の為に言えば，

前者はもちろん後者を前提しているし，基礎

としている。ある商品の価値性格は決して部

門の同一性によって与えられるわけではない。

しかし前者の，生産部門の同一性にもとづく

社会性は，後者の「価値一般」としての社会

性に解消されるものでもないのである。

ところで， I社会的(必要〉労働時間」の

社会性の基礎を明らかにしただけでは十分で

はない。 I社会的価値」の概念を理解する上

でさらに重要なのは， I社会的(必要〉労働

時間」と「個別的労働時間」との対立関係で

ある。 I社会的(必要〉労働時間」は一般に，

個々の生産者の直接的な労働支出時間=I個

別的労働時間」とは一致しない。ところが個

々の商品の「現実の価値」は「個別的労働時

間」ではなく「社会的(必要〉労働時間」に

よって規定される。言うまでもなく「社会的

〈必要〉労働時間」も一定の長さの労働時間

だから，そのことは，ある特定の労働時間が

その部門全体の一般的・統一的な労働時間と

しての性格を有することを意味する。 Cもち

ろん「社会的(必要〉労働時間」はその部門

の諸「個別的労働時間」から超絶しているの

ではなく，それ自体が生産者聞の競争を媒介

とした相互関係の所産であり， したがって全

体としての諸「個別的労働時間」によって制

約されている。〉そして端的に言えば， I社会

的(必要〉労働時間」の社会性，それゆえま

た「社会的価値」の固有の社会性とは，この

ような部門全体の労働時間としての一般的・

統一的な性格そのものにあるのであって，費
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やされた労働の抽象的人間労働(社会的労働〕

としての社会的性格に由来するのではないと

考えられるのである。

さて以上の考察によって，まず「社会的価

値」と「価値」との違いが明らかになり，さ

らに「社会的価値」概念自体の特質も「社会

的(必要〉労働時間」の社会性をとおして明

確にし得たと思われる。そこで次に， この

「社会的価値」と「市場価値」との関係を考

察することにする。

(2) 1市場価値」と「社会的価値」

先に述べたように，マルクスは「市場価値」

と「社会的価値Jの区別についても特に言及

しておらず，それゆえ独自の考察を要するが，

結論的に言えば，両概念の聞には「社会的価

値」と「価値Jとの聞におけるほどの本質的

な差異はないと考えられる。というのは，

「社会的価値」はいわば量的規定を含んだ価

値概念であり， ~資本論』冒頭の未だ質的に

しか規定されていない段階での「価値」の発

展した概念であって，両者の聞には明確な概

念内容上の違いが見られた。しかし「市場価

値」と「社会的価値」との聞にはそのような

内容的な違いはなく， 1市場価値Jとは「社

会的価値」を，世間的により通りの良い言葉

で表現したものに過ぎないのではなかろう

か凶。敢えて両者の違いと関連を述べれば，

「市場価値」の方は市場価格変動の中心とし

て，競争の表面に現われるままのきわめて具

体的・表層的な概念であるのに対し， 1社会

的価値」の方はそうした「市場価値」の「社

会的本質」を固有に表現する概念であると言

えるかもしれない13)。

しかし， 1市場価値」と「社会的価値」が

12)その限りでは， r市場価値」をより積極的に

「市場調整価格」として位置づけようとされる

高須賀義博氏の主張(=r市場価値」観)は傾

聴に値すると言えよう。高須賀義博『現代価格

体系論序説~ (岩波書底， 1965年〕第1篇第1
主主参照。

ほぼ同義であるとしても， 1市場価値」をま

ず「社会的価値」として把握することには重

要な意義があると思われる。実際マルクスは

『資本論J第 3巻第10章で市場価値について

の立ち入った規定を論じる前に，諸個別的価

値と対立する「一つの社会的価値」の成立を

強調している。このことは，市場価値の大き

さの規定に入る前に，市場価値のいわば質的

な規定を与えている， というように理解でき

るのではなかろうか14)。

13) r社会的価値」と「市場価値」をこのように

本質一現象形態の関係で捉える場合，以下の補

足が必要である。まず一般的に言えば，本質と

しての「社会的価値Jに対応して現象形態を表

現するのは，むしろ「市場価格」であろう。し

かし「市場価格」は同時に需給関係による影響

一般をも含む概念である。したがって「社会的

価値」を純粋に反映する現象形態として「市場

価値Jが「市場価格」一般から区別される必要

があったと思われるのである。それゆえ「市場

価値」とは，さまざまに変動する諸「市場価

格Jのうち「価値どおりの価格」に照応する特

殊な「市場価格Jを表現する概念であると言え

よう。 r市場価値」を現象形態を示す概念だと

する考え方は従来の「市場価値」理解に馴染ま

ないかもしれないが， r一一価値」とし寸用語

でありながら現象形態を示すという点では，例

えば「交換価値」とLづ用語に同様な関連を見

ることができないだろうか。言うまでもなく

「交換価値」は商品の「価値」本質の現象形態

である。(ついでながら，この「交換価値」と

しづ用語も，マルクスの時代にあっては専門用

語とし、うよりも一般用語に近い言葉であった。

その，いわば世俗にまみれた言葉から，マルク

スは本質としての「価値」を「蒸留」したので

ある。〉なお，私見のように「市場価値」と「社

会的価値」に対応させてではないが，市場価値

を本質と現象とに区別して理解しようとする見

解は藤島洋一氏がすでに提示されてL喝。氏は

「平均規定」で「客観的本質規定Jが与えられ

ており，いわゆる「不明瞭な箇所」での規定

(本稿での「限界規定J)は現象に関する規定

だと理解される。しかし私見では， r平均規定」

も「限界規定」も「市場価値」とし、う現象の規

定として理解される。藤島洋一「市場価値論論

争におけるもう一つの解決J，九州大学(院)~経

済論究』第29号， 1973年2月，参照。
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そこで， (1)で考察した「社会的価値」の概

念にもとつ9いて「市場価値」とは何であるか

を考えたとき，まず次のことが明らかになる。

すなわち，市場価値の大きさがどのように規

定されようと，つまり「平均規定」であれ

「限界規定」であれ，そのことは規定された

値が「市場価値」か否かむづ問題には無関

係だということである。なぜなら， I市場価

値J=I社会的価値」の本質的な要件は，それ

が同一部門内の諸個別的価値にもとづいて形

成され，さらに一般的・統一的な(すなわち

社会的な〉価値としての性格を有しているか

否かという点に掛かっているに過ぎないから

である。 I平均規定」と「限界規定」の相違

は，需給一致のもとでの規定か不一致のもと

での規定かという点にあるに過ぎず，それぞ

れの需給関係のもとでの生産者聞の相互関係

をとおして(すなわち詰個別的価値にもとづ

いて〕形成された社会的な価値であることに

変わりはない。

第2に明らかなのは， I限界規定」の際に

部門全体の個別的価値の総額と市場価値の総

額が一致しなくなることもまた，市場価値と

しての要件には抵触しないということである。

なぜなら「市土新画値J= I社会的価値」の社

会性は価値実体の社会性とは別であり， した

がって部門全体に投下された労働の総量(=

個別的価値の総額〉と常に一致しなければな

らない理由はないからである。ただし， I市

場価値」と投下労働量との聞に連関がないの

ではない。投下労働量は個別的価値を規定し，

個別的価値は競争をとおして「市場価値」を

規制する。投下労働量はこうした個別的価値

の媒介をとおして，いわば間接的に「市場価

値」を規制しているのである。

さて以上のように本節では， I社会的価値」

と「価値J，I市場価値」と「社会的価値」と

いう 2段階の考察を経て，市場価値概念の明

14)後述の注目〕の後半も参照。

確化に取り組んできた。それによって明らか

になったのは，まず， I社会的価値」は「価

値」のより発展した概念、であって， I社会的

〈必要〉労働時間」が担う独自な社会性(部

門内の同一性にもとづく一般的・統一的な社

会的性格〉こそが， I社会的価値」を「価値」

から区別する決定的な要因であることである。

次いで「市場価値」をこの「社会的価値」の

特質にもとづいて考察し，従来市場価値規定

の不明瞭な点として問題にされてきた論点，

すなわち「限界規定」やその際の投下労働量

との不一致が， I市場価値」の概念と矛盾し

ないことが明らかになった。そこで次のEで

は， I市場価値」についてのこうした理解に

もとづいて，さらに価値法則の貫徹と市場価

値の諸規定との関連について考察を進めるこ

とにする。

E 市場価値規定と価値法則の貫徹

価値法則とは一般に， I社会的必要労働時

間」による価値の大きさの規制法則であり，

さらには社会的労働の配分法則である， と理

解されていると言えよう。しかし「社会的必

要労働時間」による価値の大きさの規制と社

会的労働の適正配分とがどのような繋がりを

有するかは，必ずしも明確になっていないよ

うに思われる15)。私はそれを繋ぐ理論的な媒

15)厳密に言えば， I社会的必要労働時間」によ
る価値の大きさの規定(=l'社会的価値」の規

定〕とは区別して，そうした「社会的価値J= 

「市場価値」による市場価格の規制も価値法則
の貫徹諸形態の一環として位置付けられるべき

であろう。いわゆる，価値の価格調整機能であ
り，交換の規制法則。、わゆる等価交換法則)

である。したがって価値法則は， l'社会的必要

労働時間」による「社会的価値」の規定(また

は諸個別的価値からの市場価値の形成〕を基本
内容としつつ，それを基礎に，需給関係をとお
して市場価格の変動を規制し，さらには同時に，

そうした市場価格をめぐる変動をとおして社会

的労働の適正配分を規制する法則(これらの規

制作用は法則のいわば「作用形態J)として，

内的連関と立体的な相互関連のもとに理解すべ
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介環として市場価値の諸規定16)を位置付ける

ことができるのではないかと考える。またこ

うした視角から市場価値の諸規定， とりわけ

「限界規定Jの理論的役割を明らかにできれ

ば，そのことが遣に「限界規定」の積極的な

意義を証明することにもなろう。

ところでEでの考察からも窺えるように，

「社会的必要労働時間」の概念、規定が『資本

論』冒頭で与えられていることには注意を要

する。なぜなら「社会的必要労働時間」の形

成は「社会的価値J= i市場価値」の形成と

論理的には同じ次元に属する(つまり競争を

前提する〉にもかかわらず， u資本論』官頭

きだと思われる。なお価値法則のこうした謝前

面については，例えば山本二三丸氏が以下の諸

論稿で詳しく考察されている。 日、わゆる『労

働配分決定の法則』について一一価値法則論を

中心として一一Jm立教経済学研究』第5巻第

1号1951年7月)， r交換価値と価値 価値法

則論を中心として一一J(W立教経済学研究』第

5巻第2号， 1952年2月)， W価値論研究~ (青

木書庖， 1963年〉第2章など。

16) i市場価値の諸規定」とし、う言葉は，本稿で

は『資本論」中のそれと若干呉なったニュアン

スで用いられていることをここで断っておきた

し、。その違いは次の2点にある。第10章での市

場価値規定についての叙述では，まず需給一致

のもとでの市場価値規定，すなわち「異なる

(生産 山本)諸条件のもとで生産されている

この商品総量の構成諸部分のあいだの割合だ

けJ(K][ .194)の違いにもとづく市場価値規

定について， i商品総量の構成諸部分のあいだ

の割合」の違いを 3つに類別して分析されてい

る。そして市場価値規定に関する叙述は大半が

この分析二に費やされているのであって， i限界

規定」に係わる記述1;1:，いわばそれへの補足と

して，少ない言葉で言及されているに過ぎなh、。

それゆえ，第10享のなかでマルクスが「市場価

値の諸規定」と言う場合，事実上はこの 3つの

類別にもとづく諸規定を指していると読み取る

のが自然である。しかし本稿では，こうした生

産諸条件の相違によって個別的価値を異にする

商品群の組み合わせにもとづく市場価値規定は

結局のところ「平均規定J(厳密には加重平均

規定〉に帰着すると考えられるので， 3つの類

別にはこだわらずに「平均規定」として一括し

た。したがって本稿で「諸規定」と言う場合に

という，競争など問題にならない極めて抽象

的な論理段階で早くも登場するからである。

しかし，そこで与えられている「社会的(必

要〉労働時間Jの規定が同じく抽象的な概念

規定に過ぎないことから考えれば，この「社

会的(必要〕労働時間」の規定は，その形成

の問題も含めて，あらためてより詳しく行わ

れなければならない必然性を字んだものであ

ると推察できるのである。では， u資本論』

のどこでそれが果たされているかと言えば，

「社会的価値J=i市場価値」の規定の問題とし

て第3巻第10章で行われていると考えざるを

得ない問。このように， i社会的必要労働時

は，むしろ「平均規定」と「限界規定」と L、う

2つの根本的に異なる「諸規定」を合意してい

る。これが第1点である。

もう 1点は，本稿では「市場価値規定」とL、

う言葉は，厳密には「市場価値」の大きさの規

定とLづ意味で用いており， i市場価値」のい

わば質的規定(=概念規定〕と意図に区別して

いることである。この点については， W資本論J
中でもそのように意図的に使い分けられている

か否かは判然としないが， Hでも触れたように

マルクスが「市場価値」の大きさの規定に先立

って，市場価値とは何かについて論じようとし

ているのは確かなように思われる。 Cマルクス

が「価値どおりに売られるとL寸仮定が意味し

ている」ことを説明する際に「市場価値一一これ

についてはあとで述べる一一JC共に， K][ .187) 

と言っていることからも，マ Jレクスとしては，

「市場価値」について，大きさの規定に立ち入

る前にその一般的概念に言及するつもりだった

と受け取れる〕いずれにせよ本稿では，従来の

議論では， i市場価値」の大きさの規定に関す

る記述を引合いに出して「市場価値」の概念が

問題にされがちだったとL寸反省に立って，市

場価値の概念規定の大きさの規定の区別に気を

配り，言葉の上でも， i市場価値規定」とL寸

言葉をもっぱら大きさの規定とL、う意味で用い

ることを明記しておきたL、。

17)ただし， W資本論Jの理論体系のなかで第10

章が占める論理的位置(あるいは章の課題〉に

ついては，当然ながら別の観点から考える必要

がある。結論だけ言えば，第10章はあくまで第

3巻第2篇「利潤の平均利潤への転化」を主題

とする論述の一環として位置付けられるべきで
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間」が市場価値論のなかで具体化されている

ことは， とりもなおさず価値法則が市場価値

法則としてより具体的に展開されていること

を意味する。それゆえ市場価値の諸規定を価

値法則の展開との関連で位置付けようとする

上記の視角は，決して筋違いではないと思わ

れるのである。

(1) 需給関係と市場価値の諸規定

市場価値規定について， とりわけその「限

界規定」を念頭に置きながら，論じるに当た

ってまず明らかにしておかなければならない

のは，市場価値の諸規定と需要供給との関係

である。これに関してあらかじめ注意を促し

ておきたいのは， I平均規定」も「限界規定」

も共に一定の需給関係のもとでの市場価値規

定であって，決して「限界規定」だけが需給

関係を前提しているのではないということで

ある。つまり， しばしば誤解されているよう

に， I平均規定」がー‘般的・抽象的規定であ

り， I限界規定」が需給関係を含んだ特殊的

.具体的な規定だとする理解は誤りであって，

「平均規定」もまた需給関係を前提してい

あり，何よりも「競争による一般的利j倍率の均

等化J(第10章の 3つの表題のうちの最初のも

の〉のメカニズムを解明することに当てられた

章として捉えられるべきであろう。実際，第10

章の叙述展開はそうした趣旨に則ったものとな

っているのであって，分量的に見ても，市場価

値や市場価値規定のために費やされている叙述

は全体の一部でしかないし，述べ方を見ても，

あくまで「一般的利潤率の均等化」のメカニズ

ム解明とL寸主題に従属した形で述べられてい

る(マルクスは市場価値を説明する過程で繰り

返し，商品の価値どおりの交換や価値法則によ

る価格規制の話に立ち返っている〉のがわかる

のである。市場価値論がこうした主題との関連

のなかで説かれていることは，それが理論的に

冒頭価値論の具体化とu、う意義を含んでいるこ

とと矛盾するものではない。それは例えば，地

代論の一環をなす「差額地代論」が内容的に見

て市場価値論の例証としての意義をも含んでい

ることと同t議である。

る18)。しかし「平均規定」の場合には需給は

均衡しているので，市場価値は事実上，部門

内の生産者たちの相異なる生産諸条件の組み

合わせによって規定されるに過ぎない。

要するに，市場価値の諸規定はどれも等し

く需給関係を前提する論理次元のものとして

捉える必要があるのであって，その上で需給

関係は 3つに区別される。すなわち，第1に

需給一致の場合，第2に需給の一定限度内で

の議離の場合，第3に需給のいちじるい、軍

離の場合である。そしてこの 3つのケースに

対応するのが，順に「平均規定」であり，

「限界規定」であり，さらに「市場価格」の

「市場価値」から設離である19)。ここで第3

18)マルクスは，市場価値が形成されるためには

「同じ種類の商品の生産者たちのあいだの競争，

ならびに彼らが共通に彼らの商品を売りに出す

ーっの市場の現存が必要であるJ(K ill. 190) 
と述べている。市場価値の形成が「一つの市場

の現存」を前提するならば，市場価値の規定は

需給関係を前提すると考えられるよう。なぜな

ら，市場は「商品の売り手と買い手とをそのう

ちに含んでいるJ(マルクス『資本の流通過程

一一『資本論』第2部第1稿 』大月書底，

中峯照悦・大谷禎之介ほか訳， 1982年， 66ペー

ジ〕からである。

19)こうした 3区分はマルクスの次の記述にもと

づいている。 Iこれまでに与えられた市場価値

にかんする諸規定では，生産された諸商品の総

量は同ーのままであり，一つの与えられた総量

であるということ……が想定されている。この

商品総量が普通の供給分量であると仮定し，

…この商品総量にたいする需要もまた普通のも

のであるならば，この商品はその市場価値で…

…売られる。/・…・これに反して，商品分量が

それに対する需要よりも小さいかまたは大きい

場合には，市場価格のゴft;離が生じる。まず第l

の軍離は，商品分量が過少な場合には，つねに，

最悪の諸条件のもとで生産された商品が市場価

値を規制し，商品分量が過大な場合には，つね

に，最良の諸条件のもとで生産された商品が市

場価値を規制するということであり，したがっ

て，異なる諸条件のもとで生産されている商品

の諸総量のあいだの単なる割合をもとにすれば

別の結果が生じざるをえないにもかかわらず，

両極の一方が市場価値を規定するとL、うことで
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のケースは「市場価値」の問題から離れて

「市場価格」の問題となるので，以下では省

くことにし，需給の不一致に関しては第2の

ケースだけを問題にする加。

そこで次に問われるのはこれらの市場価値

規定相互の関係であるが，それに関しては，

市場価値と需給関係は相互に規制し合うので

あって21〉，需給の状態は決して固定的なもの

ではないということが重要で、ある。つまり一

定の長期間で考えれば，需給均衡ー→供給過

多一一需給均衡ー→需要過多ー→需給均衡，

というサイクルで、需給状態は変動し，それに

対応して市場価値規定の方も，平均的価値に

よる規定一→最優等の個別的価値による規定

一→平均的個別的価値による規定一→最劣等

の個別的価値による規定一→平均的個別的価

値による規定， とL、うように変動すると考え

られるのである。したがって，市場価値規定

ある。/需要と生産物分量との差がもっと大き

ければ，市場価格もまた，市場価値から上か下

かにもっと大きく;jft;離するであろうoJ(K][. 

194~195，針線 山本〕マルクスはまず需給

一致の場合と不一致の場合を区別し，次いで不

一致の場合を「第 1のヨft;離Jと， 1"需要と生産

物分量との差がもっと大きし、」場合とに分けて

いると考えられる。

20) 1"限界規定」は通常，需給不一致の際は最良

または最悪の個別的価値によって市場価値が規

定されることを言うが，厳密に言えば，需給不

一致の際lこは一律lこ「限界」の個別的価値によ

って規定されるわけではなく，需給不均衡の度

合いによって「平均」と「限界」との聞のどこ

かの水準で決まると考えるべきであろう。(た

だし，不均衡がとんなにはなはだしくとも最極

端を越えることはなしウマルクスが，需給不一

致の場合にはただちに「両極の一方が市場価値

を規定する」と述べているのは，彼の例にあっ

ては生産諸条件が単純に優位・中位・劣位とL、

う3つのタイプに類別されているからだと思わ

れる。いずれにせよ「限界規定」にまつわる間

迭の本質は，市場価値の総額が個別的価値の総

和と一致するか否かという点にあるのであり，

その点で言えば， 1"限界」であれ， 1"限界」と

「平均」とのあいだであれ，同じことである。

したがって本稿ではこの違いにこだわらなし、。

相互の関係としづ問題に即して言うならば，

「平均規定」と「限界規定」とは単純に固定

的・対立的な関係にあるのではなく，むしろ

それらは，需給の変動に対応した市場価値の

変動の諸局面を表現するものとして，いわば

ダイナミックな連関の下にあると言い得るの

である。また価値法則の貫徹という点で見れ

ば，こうした市場価値それ自体の変動過程が，

市場価値をめぐる市場価格の変動と合わせて，

価値法則の貫徹の具体的な様態を示している

と理解できるのではなかろうか。

ところで，需給の状態に応じたこのような

市場価値の変動は，価値法則のもう一つの側

面である社会的労働の適正配分とどのような

関連にあるのか。さらにその点に考察を進め

ることにしよう。

需給の不一致は市場価格の市場価値からの

君主離をもたらし，それによってその部門では

より高い，あるL、はより低L、利潤率が実現さ

れる。そしてこの利潤率と他部門のそれとの

格差によって資本のこの部門からの流出入が

起こり，それにともなってこの部門に投下さ

れる労働量に変化が生じる。こうして労働の

量がこの部門の商品の社会的に必要な総量を

生産するのに必要な分量に達したとき，需給

は再び一致し，市場価格も市場価値に一致す

る。一一これが一般的な理解であろう。しか

し問題は新しL、市場価値の水準がどのように

決まるかである。もし市場価値の「限界規定」

を認めず，市場価値は加重平均規定によって

しか決まらないのであれば，新い、市場価値

水準は新しL、商品構成のもとでの加重平均規

21) 1"需要と供給とが市場価格をーーまたはむし

ろ，市場価値からの市場価格の君離を一一規制

するとすれば，他方では，市場価値が需要と供

給との関係を，または需要供給の変動がそれを

めくって市場価格を振動させる中心を，規制す

る。J(K ][.190) 1"需要と供給とが市場価格を

規定するとすれば，他方では市場価格が，そし

てさらに分析すれば市場価値が，需要と供給を

規定するJ(K][. 200) 
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定によって決まることになるが， しかし問題

はここにある。マルクスによれば， I市場に

見いだされる諸商品の量的規模とそれらの市

場価値とのあいだには必然的な連関は実存し

ないJCKllI. 196)のだから，新しい市場価

値水準が需給の実情に応じた水準に決まる必

然性はないことになる。したがって以前と同

じ水準に決まるとしてもおかしくないわけで

ある。実際増加または減少した分の商品構成

が以前と同じであればそうなることになる。

しかしこれでは価値が社会的労働の適正配分

を規制していることにはならない。価値がそ

うした規制力を発揮するためには，需給の変

動に応じて(商品構成の変動とは別に〉再生

産の基準としての市場価値の水準も変わらな

ければならないのである。別の言い方をすれ

ば，市場価値の規定は需給の変動に感応する

ものでなければならない。そして市場価値の

「限界規定」こそそうした役割を担っている

のである。なるほど「限界規定」の場合は市

場価値の総量と個別的価値の総和とは必然的

に希離する。そしてその限りでは価値法則に

反するように見える。しかしそれは「限界規

定」だけを取り出して市場価値の規定を見る

からであって，1平均規定」を含めて市場価値

を全体としてみれば，そして需給のフレキシ

フソレな動きを妨げる(したがって競争の自由

を妨げる〕要因がない限りは，比較的長期間

をとってみた市場価値の水準は「個別的価値」

の総和によって規定される水準に一致するの

である。逆に言えば，市場価値と投下労働量

との一致は，こうした長期的な諸変動の平均

値としてのみ把握し得るのであって，決して

あらゆる瞬間に成り立っているのではない。

ところでこうした市場価値観が示している

のは，価値法則の貫徹ということについての

新しい理解である。すなわち価値法則は，社

会的欲望の量が問題となる次元では，市場価

値のこうしたダイナミックな動きをとおして，

あるいはそのような姿で，貫徹するものとし

て理解されるべきだということである。さら

に言えば，市場価値の法則は「競争から生ず

る」のであり， Iしたがって，それは， 自然

法則ではなく社会的な法則であるJCともに

T 1I. 81)ことを弁えることが重要である。

競争， したがってまた生産者聞の競争が捨象

されれば，さまざまの個別的価値とは区別さ

れる「一つの社会的価値Jの成立など問題に

ならず，価値法則が市場価値法則として貫徹

するのは競争を媒介とすることなしにはあり

えないのである。

なお，労働による価値の規制という点では，

さらに 2つのことを付言しておきたい。ひ

とつは，需給がどんなに誰離しようと市場価

値を規定するのはあくまで，限界に位置する

現存の個別的価値であって，決してそれらと

は別のものによって規定されるのではない，

ということである。つまり「限界規定」の場

合も「平均規定」の場合も，市場価値はそれ

を規定する特定の個別的価値を通じて労働の

規制を受けていると言えるわけである。また

第 2点は，価値と労働との一致・不一致は市

場価値の「限界規定」に際して初めて生じる

わけではなく，すでに「社会的価値」ないし

は「社会的必要労働時間」の概念が登場する

論理段階において生じる事態だということで

ある。なぜならすでにこの段階で，個々の商

品に直接的に費やされた労働の量と「社会的

価値」としてのそれらの「現実の価値Jの大

きさとはもはや一致しないのが通常となり，

したがって「社会的価値」の次元では，商品

の価値とその商品に直接的に費やされた労働

とは不一致が通常だからである。

ところで，こうした市場価値の変動過程は

「社会的必要労働時間」の変動過程でもある

が，この過程をとおして『資本論』冒頭の抽

象的な「社会的必要労働時間」の規定はどの

ように具体化されることになるのか。この点

についての考察に進むことにするが，この問

題は「社会的必要労働時間」の第2の意味と
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係わっているので，マルクスの命題の検討か

ら始めよう。

(2) 社会的欲望と「社会的必要労働時間」

の概念

まず『資本論』官頭で与えられている規定

では， r社会的必要労働時間」とは， r現存の

社会的・標準的な生産諸条件と，労働の熟練

および強度の社会的平均度とをもって，なん

らかの使用価値を生産するのに必要な労働時

間jCK 1 .53，強調一一山本〉である。他方

第 3巻において， r社会的必要労働時間」につ

いて， r市場にあるその商品種類の社会的に

必要な総量を社会的生産条件の所与の平均の

もとで生産するために必要な労働時間j CK 

][.654，強調一一山本〉とL、う規定が与えら

れており，ここには社会的欲望(需要)の契

機が含まれているとして， r社会的必要労働

時間」の概念が社会的欲望の契機を含むもの

として理解すべきだとする「消費説」と，そ

れを排除して捉えるべきだとする「技術説J
との聞で論争が行われてきたわけである。

これら 2つの規定の関係について述べれば，

第 3巻で述べられているのは，第1巻官頭で

規定されている「社会的必要労働時間」の，

より展開された，あるL、はより具体的な規定

であると言えよう。~資本論』第 1 巻の論理

段階では需給関係が捨象されていたので，社

会的欲望の契機が「社会的必要労働時間」の

規定に入り込む余地はなかったが，欲望の社

会的分量が問題になる第3巻の論理段階では

当然，規定要因として立ち現れてくることに

なる。しかしここで注意しなければならない

のは，第3巻の方の規定においても，あくま

で「生産するために必要な」労働時間として

の規定が基礎になっており， したがって生産

の技術的諸条件から遊離して「社会的必要労

働時間」を考えることはできないということ

である。

ところで社会的欲望については需給が一致

している限りは問題にならないと思われがち

だが，そうではない。この場合には，一方で

は社会的必要労働時聞が平均的な個別的労働

時間によって規定されていることを意味する

と同時に，他方ではその労働時間での生産が

その商品に対する社会的欲望に見合っている

ことを意味しているのであって，需給が一致

しているレベルでの社会的欲望への対応を含

んでいるのである。では，需給不一致の場合

にはどうなるのか?その場合，一方では技術

的な意味での社会的必要労働時聞が費やされ

ていても，他方ではその労働時間での生産が

その商品に対する社会的欲望に見合っていな

L、ことを意味する。ここで重要なのは，この両

側面を固定的に捉えないことである。そして

この状態に対応するのが市場価値の「限界規

定」だと思われるのである。つまりその場合

にはまず，社会的必要労働時間は平均より長

い個別的労働時間によって規定され， したが

ってすべての商品には今やこの新しい社会的

必要労働時間が含まれることになるわけであ

る。なぜ平均的個別的労働時間によってでは

なしより長い個別的労働時間によって社会

的必要労働時間が規定されるのかと言えば，

需要が強調の場合，それに見合う生産をする

ためには社会的により多くの労働時間が必要

となり，社会的に必要な商品 1単位当たりの

労働時間もより長くなるからだと考えられる

が，その際の， r商品に対する欲望を社会的

な範囲で満たすため」の必要性が，平均的労

働時間にではなしそれよりも長い個別的労

働時間に「社会的必要労働時間」としての

「社会的・標準的なj，すなわち一般的・統一

的な性格を付与するわけである。このように

考えると，社会的必要労働時間の2つの規定

の関係は，市場価値の2つの規定 cr平均規

定」と「限界規定j)に対応していることが

わかるだけでなく，社会的欲望の量が市場価

値や社会的必要労働時聞を直接規定するので

はなく，需給関係をとおして，市場価値や社
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会的必要労働時間の水準の決定に間接的に影

響を及ぼすという形で係わるのだということ

も明らかになるのである。

w まとめ

市場価値の「限界規定」について述べてし、

ると考えられる『資本論』第3巻第10章中の

諸記述は長いあいだ「不明瞭な箇所」とされ，

マルクスの価値理論のなかでそれが有する意

義と役割を明らかにするための多くの努力が

費やされてきた。そうしたなかで一方では価

値の形成(ないし成立，以下同じ〕には労働

のみが係わり，需要(=社会的欲望〉は価値

の実現や価格の変動にのみ係わるにすぎない

とする通説の「価値」観を聞い直し，需要ま

たは需給関係もまた価値の形成に関与すると

する「消費説」の見解も登場してきたのであ

る。本稿の問題意識もこうした議論の流れと

深く係わっているが， しかし同時に本稿での

問題視角は従来の議論に対する次のような疑

問に立脚するものでもあった。すなわち第1

に，価値の形成に何らかの意味で需要が関与

するにせよ， しかしそれは労働と同じ次元で

論じられるはずのものではありえないという

ことである。なぜなら，もしそうであれば，

すでに「技術説」による「消費説」への反批

判のなかで言われているように， 1"価格」と

は区別される「価値」について論じることは

直ちに無意味となるからである。しかし他方

では「不明瞭な箇所」を初めとして，マルク

スの諸論稿のなかに需要を考慮したかに見え

る記述が散在することも確かである。したが

って問題の解決のためには，労働と需要を単

に対立的に位置付けたり，逆に両者を共に価

値の形成の論理のなかに組み込んだりして済

ますのではなく，需要と価値との関係を積極

的に解明することによるほかはない。それは，

需要と価値との接点を見据えて，両者の係わ

り方を論理的に明確にするということである。

本稿ではこうした問題視角にもとづいてこ

の「接点」を市場価値の「限界規定」に見出

だし，その「限界規定」の，一方での価値論

的な性格と，他方での需給関係との関連の仕

方とを明確にしようとしてきた。しかしその

ためには，マルクスの直接関連する記述の解

釈に止どまるわけにはし、かず， 1"市場価値」

の概念そのものを洗い直す必要があったし，

さらにそのためには， 1"社会的価値」の概念

を媒介にして， 1"市場価値」と冒頭の「価

値」との差異と連関を解明する必要があった

のである。そしてこの予備的な考察をとおし

て明らかになったのは， 1"社会的価値」の概

念が「市場価値」の社会的特質を直接的に表

現する概念であり，その「社会的価値」は，

商品種類(ないし部門〉の同一性としづ社会

的規定性をさらに含むという点で， 冒頭の

「価値」と決定的に区別されるべきものだと

いうことである。すなわち「市場価値J(= 

「社会的価値J)は，この独自な社会性を体現

するかぎりで「市場価値」なのであり，労働

の量によって裏付けされているか否かが「市

場価値」を「市場価値」たらしめるのではな

いということである。

さてこうした「市場価値」概念に則れば，

「限界規定」による「市場価値」の価値範曙

としての性格を疑問視する必要はなくなる。

しかし他方でこの「限界規定」には，需給状

態に即応した価値決定の在り方が具現されて

L、ることも見落とすわけにはいかない。直で

は， とりわけ社会的労働の配分および「社会

的必要労働時間」の第2の意味との関連で，

この側面の解明に取り組んできたが，それに

よって次のことが明らかになった。すなわち

価値の大きさは需給の状態によって(市場価

値規定の変化心、う形で〉影響を被るが，し

かしそれは需要の大きさによって価値の大き

さが規定されることを意味するのではなく，

需給の状態によって，その時々の「社会的欲

望」に応じた生産量を担うための社会的・標

準的な価値の大きさが，現存する最劣等の個
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別的価値から最優等の個別的価値の聞で推移

するという事を意味するにすぎない， という

ことである。それはまた， I限界規定Jを含

む市場価値の諸規定が，需給の状態に応じて

価値法則がダイナミッグに貫徹する姿を，む

しろ積極的に説明するものであることをも示

していると言えるのである。

こうした理解に立てば，需要は決して価値

の形成そのものに直接関与するのではなく，

市場価値を決定する生産者聞の競争に影響す

るという限りで間接的に係わるにすぎないこ

とがわかるのである。だから今やわれわれは，

例えば高木氏のように， I社会的需要が価値

の大きさを規定する」と考える必要はない。

高木氏を含む従来の議論では， I社会的価値」

と「個別的価値」との差異を「価値」と「労

働」との差異に還元して論じられがちであっ

たと思われるが，そのような方法上の不適切

さが見掛けの上でのジレンマを生むことにな

ったのではなかろうカ，22)。ともあれ本稿での

考察をとおして，市場価値の「限界規定」も，

マルクス価値論の上向的展開のなかに正当に

位置づけることができたと思われる。

補論:r虚偽の社会的価値」

理解の新視角

差額地代を論じた『資本論』第3巻第6篇

22)マルクスの次の言葉は本稿で示した理解を裏

付けていると思われる。 r市場価値と価値との

差が生ずるのは，一般に，生産物が絶対的にそ

の価値よりも高く売られるからではなくて，た

だ，一部面全体の生産物のもっている価値が生

産物1個当たりの価値とは違っていることがあ

りうるからでしかない。……中略……それゆえ，
生産物の市場価値と個別的価値との相違が関係

をもつことができるのは，ただ，一定の労働量

が総生産物のいろいろな部分を生産するさいの

生産性の程度の相違にたいしてだけである。生

産物の市場価値と個別的価値との相違は，この

部面一般で充用されている労働量とは無関係に

価値が規定されているということとは，けっし

て関係をもちえないのであるJ(T 1I . 269) 

の叙述のなかで初めて(しかも唯一箇所で〉

登場する「盈偽の社会的価値 einfalscher 

sozialer WertJとLづ用語をめぐって，地代

論研究者を中心lこ多くの議論がなされてきた。

その論点の一つに，これが土地生産物の市場

価値だけに係わるのか，あるいは商品の市場

価値一般に係わるのか， としづ問題があるが，

本稿の主論点のひとつである「市場価値」概

念の明確化に係わることでもあるので，最後

にこの問題についても簡単に言及しておきた

L、。マルクスの当該箇所での記述は次のとお

りである。

「差額地代一般について言っておきたい

のは，市場価値がいつでも生産物量の総生

産価格を越えているということである。…

・(中目的 …これは，資本主義的生産様

式の基礎上で競争の媒介によって実現され

る市場価値による規定である。この規定は，

ある虚偽の社会的価値を生みだす。これは，

土地生産物が従わされる市場価値の法則か

ら生ずる。生産物の， したがってまた土地

生産物の，市場価値の規定は，社会的に無

意識に無意図に行われる行為だとはL、え，

一つの社会的行為であって，この行為は必

然的に生産物の交換価値にもとづくもので，

土地やその豊度の相違にもとづくものでは

ない。JCK HI. 673，強調一一ー山本〉

問題の出発点に係わることだが，まず確認

しておきたいのは，この記述の焦点は「市場

価値J Cしたがって本稿で論議の的にしてき

た「社会的価値 gesellschaft1icherW ert J) 

それ自体ではなく， I市場価値Jcr限界規定」

による〉と「個別的価値」との差額(の総額〕

であり， I虚偽の社会的価値」とはこの差額

部分を指すものに他ならないということであ

る。これは地代論以前の論述にあっては「特

別剰余価値Jと呼ばれてきた部分であるが23)， 

23) r特別剰余価値」の概念やその源泉について

も論争があるが，ここではそれに立ち入らない。

しかしその概念に関して，次のことだけは述べ
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すでにこのことだけからでも明らかなのは，

議論の際に「虚偽の社会的価値」と対比され

るべきは「特別剰余価値」でこそあれ， 1市
場価値」ないし「社会的価値」ではない，と

いうことである。ところが従来の議論におい

ては，おそらくは同じ「社会的価値」という

訳語に惑わされて，当然のように「虚偽の社

会的価値」と「社会的価値J(=1市場価値J)
とを並べてその異同が問題にされてきた。こ

れは奇妙な問題設定と言わなければならない。

なぜなら， sozialer Wertと gesellschaft-

licher Wertとは，そもそも指示する対象が異

なり，そのことだけから見ても，用語が異な

るのは当然だからである却。それゆえ，まず

問題の所在認識そのものを修正する必要があ

るのであって，真の問題は，それまで「特別

剰余価値」と呼ばれてきた価値部分に対して，

なぜここで新たに「虚偽の社会的価値」と L、

ておかねばならなU、。この概念を「社会的価

値」と「個別的価値」の差額として捉えること

と自体に異論は出まい。しかし「社会的価値」

杭ここでのように「限界規定」による「市場

価値」をも意味するとすれば，話は別である。

なぜなら従来の「特別剰余価値」の理解では，

「社会的価値」とはあくまで平均的な価値であ

り，市場価値論の次元で言えば「平均規定」に

よる「市場価値」であるとL、うことが暗に前提

されていたからである。したがってこの前提の

下では，商品全体として見れば「社会的価値J
と「個別的価値」の差額など生じず， 1虚偽の

社会的価値」などはそもそも問題になりえなか

った。だが，本稿での立場はこれとは異なる。

Eでの考察の帰結として， 1社会的価値」概念、

にこのような暗黙の前提が含まれているとは考

えられず， 1限界規定」による「市場価値」を

「社会的価値」の範障から除外する根拠はなL、。

実際， ~資本論』第 1 巻第10章での「特別剰余
価値Jに係わる記述からは， 1社会的価値」と

「個別的価値」の差額であるとLづ以上の規定

は見出だせないのである。したがって本稿の議

論では， 1社会的価値」と「個別的価値」の差

額とL寸単純な規定において「特別剰余価値」

の概念を理解し，それゆえ当然「社会的価値」

には， I限界規定」による「市場価値」も含ま

れることが前提されている。

う規定が与えられているのか，という点にあ

る。問題のこのような再設定によって，同じ

「社会的価値」だが原語が異なるのはなぜか，

とL寸問題は消滅してしまう。

そこで，議論を「真の問題J，すなわち「特

別剰余価値」に対して，なぜ差額地代を論じ

ている叙述のなかで新たに「虚偽の社会的価

値」と Lづ規定が与えられているのかという

問題に移そう。しかしこの問題を考えるに当

たって，引用文の全体を文脈に注意してよく

読むと，また新たな疑問に突き当たる。すな

わち「虚偽の社会的価値」としづ規定は，は

たして土地生産物における「特別剰余価値」

に対してだけ与えられた規定なのか， という

疑問である。まずこの疑問について，引用文

に即して考えてみよう。

傍点部を素直に読めば， 1この規定」とは

当然，その前の文にある「市場価値の規定」

を指すわけだから，ここでは， 1虚偽の社会

的価値」が「市場価値の規定」から生じる，

と述べられていることは議論の余地がない。

にもかかわらず議論が生ずるとしたら，おそ

24)これに対して， I市場価値」と「個別的価値」

との差額部分も「市場価値」の一部分であり，

したがって「社会的価値 gesellschaftlicher
WertJの一部分であるから， I対象が異なる」

ということは問題の解消に繋がらなL、，という

意見があるかもしれない。しかし本稿での考察

が示したように，社会的価値 Igesellschaft-
licher W巴rtJの社会性は「個別的価値」との対

立において生じる社会性であり，この対立関係

にもとづく質的な規定性である。したがって

「市場価値」と「個別的価値Jとの差額部分だ

けを取り出して gesel1schaftlichな性格を論じ

ることは意味がなL、。ところがマルクスがここ

で問題にしているのは間違いなくこの差額部分

であり，この部分固有の規定性である。それゆ

えこの規定性 (sozialな性格〉が，少なくとも

I gesellschaft1ichな性格」とは別のものである

ことは明らかであり，両者を関連づけて捉えな

ければならない理由はなくなるのである。そし

て，それならそれで原語の違いを問題にする理

由もなくなるわけで，やはり問題は解消するの

である。
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らく傍点部の次の文にある「土地生産物が従

わされる」という句と関連するだろう。すな

わちこの句から，ここでマルクスが述べてい

るのはあくまで土地生産物における市場価値

のことであって，それ以外の生産物にもこの

命題 (1虚偽の社会的価値」が生じるという〉

が妥当するか否かについては述べられていな

い， と判断するわけである。しかしこの判断

は極めて特異なものだと言わざるをえない。

ここでの「土地生産物が従わ・される」という

一句は「市場価値の法則」とL、う言葉を，

「土地生産物J以外の生産物が「従わされる

市場価値の法則」から区別して限定している

のではなく，むしろ「土地生産物」を含めて，

一般に商品生産物が従わされるところの「市

場価値の法則」を指しているのである。この

解釈が妥当であることは，それに続く文を読

めば明らかである。したがって，引用した文

章で述べられているのは「市場価値の法則」

に関する一般的な命題であって，差額地代を

主題とした叙述のなかの文章であるからとい

って， 1土地生産物Jの市場価値にだけ係わ

るものであると解すべきではなかろう。

では「虚偽の社会的価値」が，市場価値の

「限界規定」の場合に生じる「特別剰余価値」

に対する一般的な規定25)であるなら，なぜそ

うした命題が地代論に至って初めて登場する

のか。この点に関してはおそらく，第10章に

せよ第6篇にせよ， もともとは草稿であって

十分に整理されたものではないということ，

さらにマルクスにあっては当初，地代の問題

は超過利潤論の例証として扱うべきものと考

えられており， したがって市場価値論との密

接な関連のもとで構想されていたことが考慮

25)こうした「虚偽の社会的価値」が生じるのは

当然ながら，需要が過多で最も高い個別的価値

が市場価値を規定する場合だけである。これと
は逆に，供給が過剰で最も低い個別的価値が市
場価値を規定する場合には，差額の価値部分が

「市場価値の法則」によって消失したのである。

されねばならないだろう却。このように考え

るならば，第6篇中に見受けられる市場価値

への諸言及は，単に第10章ですでに提示され

た諸命題の再論や別表現であるに止まらず，

マルクスの市場価値論の重要な構成部分とし

て積極的な意義を有するものである可能性が

あるし，たとえ第10章では述べられておらず，

第 6篇で初めて登場した命題であっても，市

場価値論の重要な理論内容の一環を成すもの

として位置づけられるべきものもあろう。こ

のような把握に立って， 1車偽の社会的価値」

についての記述を第10章での市場価値につい

ての論述と突き合わせるならば，やはり上記

のように， 1虚偽の社会的価値」に関する規

定を一般的なものとして捉えるのが妥当で、あ

ると思われるのである。

さて，市場価値の「限界規定」によって生

じる差額部分を一般に「虚偽の社会的価値」

として捉えうるとしても，なお， 1虚偽の社

会的価値」とLづ規定内容が何を意味するか

とLづ問題が残ってし略。ここで、は立ち入っ

た考察をする余裕はないが，ごく簡単に触れ

ておこう。まず注意すべきは，原語からもわ

かるように， 1麗偽の社会的価値 einfalscher 

sozialer W ert Jは「虚偽」的で「社会的」な

「価値」ということであり， 1虚偽の」とい

う語も「社会的」とし、う語も共に「価値」を

修飾している。したがって「価値」を 2重に

26)実際， I限界規定」による差額の価値部分は，

差額地代においてこそ一定の独自な形態を受け

取ると考えられるし，したがってその「虚偽」
的な性格も際然とすると言えよう。なおこれに

ついては，マルクスの次の言葉も示唆的である。

「優等地が地代を生むとすれば，このことはた

だ，個別的な必要労働と社会的な必要労働の差
額が，工業では不断に消滅するのに，農業で

は自然的基磯をもつために固定されることを証

明するにすぎない。J(T n. 123)工業部門での

「個別的な必要労働と社会的な必要労働との差
額」は「不断に消滅する」がゆえに，第10章で
は「虚偽の社会的価値」に触れられなかったと
も考えられる。
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規定しているわけだが，まず前者の「虚偽の

…価値」とL、う規定は，やはり「個別的価

値」つまり投下労働に裏付けられていない

「価値JとLづ意味であろう。また「社会的

sozialer価値」とL、う規定について言えば，

おそらくそれは，単なる生産者同士の競争を

探介にして生じる社会的規定性とは区別され

るべき社会的規定性，すなわち売り手(生産

者〉と買い手とのあいだの社会的関係(=需

給関係〉にもとづく社会的規定性を帯びた「価

値」部分とし寸意味かと思われる却。しかし

このように理解する際に注意を要するのは，

この「価値」部分がこのような独自の社会的

規定性をもつことを理由に，この部分が需給

関係によって生み出されたと言うならば，そ

れは妥当ではないということである。なぜ、な

ら，引用文中で述べられているように，それ

は直接的にはあくまで「市場価値の法則からJ，

すなわち諸個別的価値に対立する「一つの社

会的価値」の成立としづ事態から生ずるのだ

からである。実際，個々の生産者に即して見

れば，需給が一致している場合であれ不一致

の場合であれ，自己の個別的価値と社会的価

27) ][で触れたようにそもそも市場価値は， i限
界規定Jによるものであれ「平均規定」による

ものであれ，一定の需給関係を前提しているが

直接には，それを背景とした生産者間の競争を

とおして形成される。ところが需給一致のもと

での「平均規定」の場合は，需給関係が背後に

隠れ，あたかも純粋に生産諸条件の組み合わせ

だけによって決定されるかのように見える。そ

れ、う点では， i平均規定」での市場価値は生

産者間の社会的関係を純粋に表わしていると言

えよう。それとちょうど反対に，需給不一致の

もとでの「限界規定J，とりもなおさず「虚偽
の社会的価値」で、は，生産者の社会的関係が隠

れて，他方の需給関係だけによってもたらされ

るかのように見え，需給関係だけが顕在化する
のである。なおeiufalscher sozialer Wertに

関する従来の諸見解については，さし当たり，

井上周八「差額地代 1J (1)(2)， (佐藤金三郎ほ

か編『資本論を学ぶ~ V，有斐閣， 1977年，所

収〉を参照されたい。

値とは厳密には一致しないのが通常である。

だから，需給不一致の場合にだけ個別的価値

と社会的価値との格差が生じるのではない。

需給状態とは無関係に， r市場価値の法則」

は一般に，個々の生産者に対してこの格差を

もたらす。しかし供給の全体で見たとき，需

給が一致している場合にはこの格差が相殺さ

れるのに対し不一致の場合には相殺され得な

いがゆえに，後者の格差が falschかつ sozial

なものとして刻印されるにすぎない。格差が

「市場価値の法則から」生じることと，格差

が独自な性格を有することとは区別されるべ

きである。

(本稿l土1988年度の土地制度史学会秋季大

会における報告に加筆したものである。〉




